
公益財団法人しまね農業振興公社

令和８年４月採用契約職員募集要項

１．採用予定人数 １名

２．職務内容

（１）職 種 名 一般事務

（２）勤 務 地 松江市黒田町432番地1 公益財団法人しまね農業振興公社

（３）仕事内容

①離農・規模縮小農業者から農地を借り入れ、それを担い手農業者へ貸し付

けて、効率的な農地利用を図る事業（農地中間管理事業）に関する事務と

それに付随する業務

②上記の事務等をパソコンを使用して処理（Word,Excel,専用システムなど）

③取扱う農地の所在する県内の市役所、町村役場等との連絡調整事務（連絡

調整は、会議、電話、メールなどによります。当該市町村等への出張もあ

ります。）

※農業の知識・経験は特に問いません。

３．応募資格

（１）次の要件のいずれにも該当する人

① 学校教育法に基づく高等学校を卒業した人

② 普通自動車の運転免許を取得している人（取得見込みを含む。）

③ パソコンを使用して、文書作成、表計算及びインターネットの操作ができ

る人

④ 通勤が可能な人

（２）上記（1）にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する人は受験できませ

ん。

① 成年被後見人又は被保佐人（経過措置による準禁治産者を含む。）

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人

③ 懲戒解雇又はこれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない人

④ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加

入した人

４．試験の日時、会場、合格発表

（１）書類選考



職員採用試験申込書により選考を行います。試験に出向く必要は

ありません。

選考発表：令和８年２月１８日（水）付けで選考結果を受験者（下

記6の(2)の②で書類等を提出した者）全員に郵便及びＥ

メールで通知します。

（２）筆記試験

日 時：令和８年２月２５日（水）～令和８年３月４日（水）

試験案内は、書類選考通過者のみにＥメールで通知し

ます。

試験方法：ＷＥＢテステイング（受験者の都合の良い時間に、ご

自宅などのパソコンで受験する方法）

インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも受

験が出来ます。（スマートホン、タブレットは不可）

（３）面接試験

日 時：令和８年３月１０日（火）10時00～

試験時間は、個々によって異なります。試験時間は、

書類選考の通過通知に記載しておりますので、各自確認

してください。

なお、当日都合が悪い場合はご相談下さい。

会 場：松江市黒田町432番地1

「島根県土地改良会館」１階「中会議室」

書類選考通過通知に同封の「面接試験受験票」を試験

当日持参してください。

会場には駐車場を確保しておりませんで、来場の際は

公共交通機関をご利用願います。

合格発表：令和８年３月１２日（木）付けで合否を受験者全員（辞

退者は除く。）にＥメール及び郵便で通知します。

５．試験の内容

（１）書類選考

受験申込時に提出のあった試験申込書に基づき、書類審査を行います。

（２）筆記試験

ＳＰＩ３による適性試験を行います。

（３）面接試験

主に、人物・性格・適性等について、個別面接試験を行います。

６．応募手続き

（１）提出書類等

① 採用試験申込書（別紙１） １部

Ｅメールアドレスを必ず記入してください。



② 返信用封筒（書類選考合否通知用） 定型の封筒 １部

＊定形封筒の表面には、受験者本人の郵便番号、住所及び氏名を記載し、

１１０円切手を貼付してください。（切手が不足した場合、提出なき場合

は、通知しませんので、ご注意ください。）

（２）提出期限、方法

① 「採用試験申込書」は、次のいずれかの方法で入手できます。

ａ．下記④の提出先で直接交付を受ける。

ｂ．１４０円切手を貼付した返信用封筒（受験者本人の郵便番号、住所及び

氏名を封筒の表面に記載したもの）を同封して、封筒の表面に【採用試験

申込書請求】と朱書きして、下記④へ郵便で申し込む。

ｃ．公社ホームページからダウンロードする。

（URL https://www.agri-shimane.or.jp/）

② （１）の提出書類等は、下記提出先へ直接持参するか郵送により提出して

ください。郵送する場合は、封筒の表面に【受験申込】と朱書きし、簡易書

留郵便としてください。簡易書留郵便によらない郵便の不着には対応しませ

ん。

③ 提出期限（受付期間）

直接持参する場合は、土日祝日を除き、１月１３日（火）～２月１２日（木）

までの午前９時から午後５時までです。郵送よる場合は、２月１２日（木）

必着のものに限り受け付けます。

④ 提出先

〒690-0876 松江市黒田町432番地1（島根県土地改良会館3階）

公益財団法人しまね農業振興公社 総務企画課

TEL (0852)20-2870 FAX (0852)31-9864

⑤ 書類選考の通過の通知

令和８年２月１８日（水）付けで書類選考の通過を受験者（上記6の(2)の

②で書類等を提出した者）全員に郵便及びＥメールで通知します。なお、筆

記試験開始日（２月２５日（水））までに可否の通知が到着しないときは、

必ず④の書類提出先へ問い合わせてください。

７．労働条件等

（１）業務内容 一般事務（契約職員）

（２）契約期間 任期は、採用日より令和９年３月３１日まで（ただし、更新の可

能性あり）

（３）試用期間 採用の日から３箇月間

（４）就業場所 松江市黒田町432番地1 公益財団法人しまね農業振興公社

（５）勤務日数 月１６日（勤務する日は、業務の実施に合わせて事務局長が別に

定めます。）又は月２０日程度（休憩時間を除いて、1週間につい

て38時間45分です。）で、採用者の事情によって決定させていた

だきます。



（６）就業時間 8時30分～17時15分(時差出勤勤務あり)

（７）休憩時間 12時00分～13時00分

（８）休 日 土曜日、日曜日、祝日法による休日、

年末年始（12月29日～1月3日）

（９）休 暇 年次有給休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、特別休暇等（詳細

は、当公社就業規則によります。）

（10）時間外労働 あり（１カ月に２時間程度）

（11）賃 金 ①基本給…月額１７７，６００円(16日勤務の場合)

②諸手当…時間外手当

③通勤手当…公共交通機関の場合、実費を支給します。（ただし、

上限は55,000円です。）

マイカー通勤の場合は、距離数に応じて支払います。

④賞与…年2回

（12）加入保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、互助会等

（13）退職金制度 なし

（14）正規職員登用なし

８．採用予定日

令和８年４月１日（ただし、合格者の都合を配慮する場合もあります。）

９．合格取消し

職員採用試験申込書記載事項に虚偽があることが判明した場合、又は受験資格が

ないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。

１０．個人情報保護

提出された職員採用試験申込書については、この試験にのみ使用し、試験終了

後当公社において適切に処分します。

□ 受験手続き等についての問い合わせ先 □

公益財団法人しまね農業振興公社 総務企画課（担当：中村・内村）

〒690-0876 松江市黒田町432番地1（島根県土地改良会館3階）

TEL （０８５２）２０-２８７０

問い合わせE-mail:soumu@agri-shimane.or.jp


